
●代理受領手続きの流れ 

代理受領制度を活用する場合の手続きの流れは以下のとおりです。 

補助金の申請には改めて、補助金交付申請などの手続きが必要となります。 

 

 

交付申請時 

 

「代理受領前届出書」の提出 

（申請者→市） 

 

 

 

交付決定時 

 

「代理受領事前届出確認通知書」の送付 

（市→申請者） 

 

 

 

工事契約 

 

工事着手 

 

工事完了 

 

 

実績報告時 

 

「補助事業内訳説明書」※1 

「印鑑証明書」の提出 

（申請者→市） 

 

※1 内訳説明書には印鑑証明書と同一の

印鑑で押印すること。交付決定者の

印鑑証明書のみが必要です。 

 

 

 

 

 

補助金の 

支払い 

 

耐震事業者（受任者）へお支払い 

 

「代理受領事前届出取下書」の提出 

（申請者→市） 

※実績報告書の提出前までに届出く

ださい。 

 

 

代理受領の利用を 

やめようとするとき 

 

 


